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太陽の家体育館 ☎（33）1411

◆サウンドテーブルテニスの集い　8
月8日㈯午前9時〜正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　8月9日㈰午後
1時〜4時30分。障がいのある方と関心
のある方。
◆フロアバレーボールの集い　8月16
日㈰午前9時〜正午。障がいのある方
と関心のある方。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335

◆夏休みトランポリン体験　8月18日
㈫、19日㈬午前9時〜10時45分、全2回。
市内在住・在学の小学生30人（抽選）。
費1800円。申7月27日㈪〜8月3日㈪に
来館で。
◆小学生かけっこ教室　㋐8月26日〜
10月21日（9月23日を除く）毎週水曜日、
㋑9月4日〜10月23日毎週金曜日。とも
に午後4時20分〜5時50分、全8回。市
内在住・在学のかけっこが苦手な㋐は
小学1〜3年生、㋑は小学4〜6年生各25
人（抽選）。費6400円。申8月11日㈫〜
18日㈫に来館で。
◆㋐夏休みビーチスポーツ　8月24日
㈪〜26日㈬午前9時〜10時30分、全3回。
予備日=27日㈭。鵠沼海岸常設ビーチ
バレーコート。ビーチバレー、ビーチ
サッカー、ビーチフラッグスなど。小
学3〜6年生15人。費2700円。

◆㋑親子でエンジョイビーチ　8月22
日㈯午前9時30分〜11時30分。予備日
=29日㈯。鵠沼海岸常設ビーチバレー
コート。小学生と保護者15組。費1組
1000円。

申㋐㋑は8月11日㈫午前9時から電話ま
たは来館で。

石名坂温水プール ☎（82）5131

◆夏期学童水泳合宿　8月24日㈪午前
10時〜25日㈫正午〈1泊2日〉。市内在住・
在学の小学4〜6年生30人（抽選）。費
4000円。申8月3日㈪〜9日㈰に来館で。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607

◆短距離走教室　㋐8月25日㈫、26日
㈬、㋑27日㈭、28日㈮。ともに午前8
時〜9時30分、全2回。八部公園野球場。
市内在住・在学の㋐は小学1・2年生、㋑
は小学3〜6年生各20人（抽選）。費1600
円。申8月3日㈪〜9日㈰に来所で。
◆ふれあいスポーツ交流会〜八部公園
ふれあいテニス講習会　9月26日㈯。
八部公園テニスコート。テニスを通じ
て障がいのある方と健常者のバリアフ
リーの推進を図る。障がいのある方と
関心のある方50人。費500円。申8月1
日㈯〜31日㈪に電話または来館するか
ファクスに住所・氏名・年齢・電話番号・
障がいの種類（上肢・下肢・聴覚・車いす
ほか）を書いて、鵠沼運動施設事務所
薨（36）1754へ。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111

◆第9回秋葉台キッズアクアスロン
9月19日㈯午前9時〜正午。※荒天時は
20日㈰。秋葉台公園プール。㋐キッズ
A…スイム約50m・ラン約400m、㋑キッ
ズB…スイム約100m・ラン約800m、㋒
ジュニア…スイム約200m・ラン約1200m。
※各部門男女1〜3位を表彰、全員に参
加賞あり。保護者の同意がある㋐は小
学1・2年生、㋑は小学3・4年生、㋒は小
学5・6年生各40人。費2000円。申問8月
4日㈫午後1時から秋葉台公園プール☎
（88）1811へ電話または来館で。
◆日本赤十字社正規講習水上安全法講
習会　9月7日㈪〜10日㈭午前9時〜午
後5時、全4回。秋葉台公園プール。講
師＝日本赤十字社神奈川県支部指導
員。泳力のある方60人。費3600円。申
問8月7日㈮午後2時から電話で秋葉台
公園プール☎（88）1811へ。
◆エアロビクス　9月2日〜10月28日毎
週水曜日（9月23日を除く）午前9時30
分〜11時、全8回。18歳以上の方30人。
費6400円。申8月5日㈬午後1時30分か
ら電話で。
◆ピラティス　9月3日〜10月29日毎週
木曜日（9月24日を除く）午前11時15
分〜午後0時15分、全8回。18歳以上の
方30人。費6400円。申8月6日㈭午後1
時30分から電話で。
◆生活習慣病予防・改善教室　9月4
日〜10月23日毎週金曜日午後7時〜8時、
全8回。これから運動習慣を身に付け
たい方3人。費6400円。申8月7日㈮午
後1時30分から電話で。
◆やさしいヨガ　9月5日〜10月31日毎
週土曜日（9月26日を除く）午前9時30
分〜11時、全8回。18歳以上の方30人。
費6400円。申8月8日㈯午後1時30分か
ら電話で。
◆親子たいそう　9月7日〜10月5日毎
週月曜日（9月21日を除く）午前9時30
分〜10時30分、全4回。2011年4月2日〜
13年4月1日生まれの方と保護者15組。
費1組3600円。申8月10日㈪午後1時30
分から電話で。

◆小学生うんどう　9月3日〜12月17日
毎週木曜日（9月24日を除く）午後4時〜
5時15分、全15回。球技、水中運動、
トランポリンなど。市内在住・在学の
小学生30人。費1万2000円。申8月6日
㈭午後2時30分から電話で。
◆ナイトヨガ　9月7日〜11月2日毎週
月曜日（10月19日を除く）午後7時15分〜
8時15分、全8回。18歳以上の方20人。
費6400円。申8月18日㈫午後2時30分か
ら電話で。

スポーツ推進課 ☎（50）8243

◆バウンドテニス教室　8月18日〜10
月6日毎週火曜日午後7時〜9時、全8回。
秩父宮記念体育館。講師＝藤沢市バウ
ンドテニス協会会員。小学4年生以上
の方30人。※小学生は保護者同伴。費
1500円。申8月4日㈫から秩父宮記念体
育館へ来館で。問井田☎（87）0789また
はスポーツ推進課。
◆夏休み「体験教室」〜器械運動
◎8月22日㈯、23日㈰◎8月29日㈯、30
日㈰。ともに午後2時〜4時、全2回。
本町小学校。市内在住・在学の小学生〜
中学2年生各30人。申ファクスまたは
Eメールに氏名・性別・学校名・学年・電
話番号・保護者の氏名、参加日を書い
て、栗原☎・薨0467（28）7700、 fujisawa-
gym@ab.cyberhome.ne.jpへ。 問 栗
原またはスポーツ推進課。
◆藤沢市水泳協会少年部夏期講習会
8月3日㈪〜7日㈮、11日㈫〜14日㈮午
前7時10分〜8時50分、全9回。八部公
園プール。市内在住・在学の小・中学生
30人。費7000円。申7月30日㈭までに
電話で藤沢市水泳協会事務局☎（22）
4419へ。※同協会のホームページから
も申し込みできます。問同協会または
スポーツ推進課。
◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【ヨット】8月2日㈰。江の島ヨットハー
バー。オープン形式のフリートレース。
国際ヨット競技規則に基づいた正しい
帆走ができる方。※18歳未満の方は保
護者の同乗または同意が必要。費3000
円（高校生以下2000円）。申当日午前9
時〜10時に会場へ。問小阪☎（22）3366
またはスポーツ推進課。
【バレーボール】9月13日㈰午前9時。
秋葉台文化体育館。女子6人制・9人制。
藤沢市バレーボール協会登録チームま
たは市内で活動しているチーム。費1
チーム5000円。申山口☎080（5097）6669
に申込書を請求・記入し、8月29日㈯〈必
着〉までに郵送で。※申込書は藤沢市
体育協会のホームページからダウン
ロードもできます。問山口またはス
ポーツ推進課。
◆藤沢市民テニス教室（硬式）秋短期体
験　9月1日〜15日毎週火・木曜日午前9
時30分〜11時20分、全5回。八部公園
テニスコート。市内在住で2年以内に
藤沢市民テニス教室未受講の初心者、
初級者、中級者各10人（抽選）。費7500
円。申8月10日㈪〈必着〉までに往復
はがきに郵便番号・住所・氏名・年齢・性
別・電話番号・希望クラスを書いて、市民
テニス教室秋短期体験八部係〈〒251-
0032片瀬4-17-5フェニックススポーツ
内〉へ。問フェニックススポーツ☎（27）
5650〈午前10時〜午後5時〉またはスポー
ツ推進課。

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●ファクスで
の申し込み不可●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

　秩父宮記念体育館・秋葉台文
化体育館のオープン教室、体育
館個人使用・市民スポーツデー
などの詳細は、（公財）藤沢市み
らい創造財団のホームページを
ご覧になるか、各施設へお問い
合わせください。
　問い合わせ
　秩父宮記念体育館☎（22）5335
　秋葉台文化体育館☎（88）1111

社会全体で子どもを
いじめから守りましょう

　自分も友達も大切にすること、い
じめを受けたときや見聞きしたとき
は、すぐに家族や友達、先生などに
相談することを心掛けましょう。

子ども

保護者
　いじめが許されない行
為であることを子どもに理
解させ、子どもの変化を見
逃さないよう努める必要
があります。

　自分も他の人も大切に
する子どもを育むととも
に、いじめに対して適切か
つ迅速に対処し、いじめで
苦しむ子どもがいなくな
るよう取り組みます。 　市・学校・保護者などと連携し

て、いじめ防止に取り組みます。

　子どもが健やかに暮
らすことができるよう、
子どもたち一人一人の
変化に気を配り、関心
を持ち続けることが大
切です。

市民・地域社会

学校以外の施設・団体

　子どもをいじめから守る施
策を実行するとともに、社会 
全体への意識啓発を図るな
ど、子どもが健やかに暮らせ
る環境の整備に努めます。

市・教育委員会

児童クラブ

学 校

関係機関

　市では、いじめのない社会の実現を目指し、
子どもをいじめから守るための基本理念や社
会の役割などを定めた条例を制定し、4月1日
に施行しました。
問い合わせ
人権男女共同参画課☎内線2132

　藤沢市が施行した条例は、従来の市や学校、保
護者などだけに焦点を当てたものとは異なり、地
域全体で子どもをいじめから守るという姿勢が感
じられます。
　条例を制定するだけでなく、市民の皆さんに関
心を持ってもらえるよう条例を「ですます調」で読
みやすくした点も評価できます。
　是非、いじめのない藤沢市を目指して、みんな
で取り組んでいきましょう。

　6月30日、市民会館で藤沢市いじめ問題対策連絡協議会会長松田素行氏を講師に迎
え、「いじめのない社会をめざして〜いじめを許さない文化をつくる」と題した講演会を
行いました。

条例の制定を記念して講演会を行いました

いじめ相談ホットライン☎（25）2500

いじめ110番☎（81）8111

学校教育相談センター☎（90）0660 〈日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時（土曜日は正午まで）〉

子どもの人権110番☎0120（007）110 〈土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉

いじめ相談メール　市のホームページのトップページ｢いじめ相談メール｣からアクセスできます

教育指導課☎内線5221 〈土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時〉

24時間 365日 
相談できます

ひとりで悩まず
相談しましょう

※�条例の全文は、人権男女共同参画課、教育指導課、各市民センター・公民館な
どで配布しているリーフレットをご覧になるか、市のホームページの人権男女
共同参画課のページをご覧ください

※�リーフレットは小学生（低学年・高学年）、中学生、高校生以上を対象にした4種
類があり、市内の小・中・特別支援学校、高校で配布しています

　いじめは、子どもの人権を侵害し、心身の健やかな成長を妨げるだけでなく、時
に命に関わる重大な事態に至ることもあります。
　市では、社会全体で子どもをいじめから守るため、市、学校および保護者の責務
に加え、学校以外の子どもに関する施設・団体、市民、関係機関の役割などを定め
た藤沢市子どもをいじめから守る条例を施行しました。
　条例の施行を契機に、市全体で主体的にいじめ防止に取り組み、相互に連携し
ていじめを許さない文化と風土をつくりましょう。

市内在住・在学の18歳以下の子ども全てをいじめから守ります。�
　いじめとは、対象となった子どもが心身の苦痛を感じ
る行為およびその行為に気付いたときに心身の苦痛
を感じる行為のことです。�
　学校以外の施設・団体（※）、市民の方も連携して子ど
もをいじめから守る地域社会を目指します。

※�幼稚園・保育施設や放課後児童クラブ、子ども会、文化・スポーツ団体など
の学校以外の子どもが在籍する全ての施設・団体

を許さないいじめ
文化と風土をつくりましょう
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